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令和４年山武市議会第３回定例会提出議案等 

『議会運営委員会資料』 

令和４年８月 25 日 

 

諮問第１号  

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員候補者として次に掲げる者を法務大臣に推薦するため、人権擁護委員法

（昭和 24 年法律第 139 号）第６条第３項の規定により、本議会の意見を求めるものです。 

【候補者】 

  氏  名  伊藤 範子（いとう のりこ）※再任 

         任  期  令和５年１月１日～令和７年 12 月 31 日 

 

議案第１号 

山武市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 人事院規則 19-0（職員の育児休暇等）の一部改正に伴い、育児休業の取得回数制限の

緩和、非常勤職員の子の出生後８週間以内の育児休業の取得要件の緩和など、所要の改正

が必要となったことから、本条例の一部を改正するものです。 

【施行期日】 

 令和４年 10 月 1 日 

 

議案第２号 

山武市議会議員及び山武市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）の一部改正に伴い、国政選挙の選挙運動用自

動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担の限度額が

引き上げとなったことから、同政令を準用する本条例についても公費負担の限度額を引き上

げる必要があるため、その一部を改正するものです。 

【施行期日】 

 公布の日 
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議案第３号 

地方独立行政法人さんむ医療センターへの財産の出資について 

 地方独立行政法人さんむ医療センターが実施する新病院の建替整備にあたり、建設予定

地内の市有地について、地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第６条第１項の

規定に基づき、地方独立行政法人さんむ医療センターへ出資するため、地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 96 条第１項第６号の規定により、議会の議決を求めるものです。 

【概要】 

１ 出資する財産 

 土地 

所在地 地目 登記簿面積 ㎡ 評価額 （千円） 

山武市成東 233 番９ 公衆用道路 1,011 3,630 

山武市成東 237 番 13 用悪水路 390 924 

２ 出資する相手方 

  地方独立行政法人さんむ医療センター 

３ 出資価額 

  4,554 千円 

４ 出資年月日 

  令和４年９月１日 

 

議案第４号 

地方独立行政法人さんむ医療センター定款の変更について 

山武市が出資する資産に土地２筆を追加することに伴い、地方独立行政法人さんむ医療

センターの定款に変更が生じることから、地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）

第８条第２項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

【施行期日】 

 千葉県知事の認可のあった日 

 

議案第５号 

千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び千葉県市町村総合事

務組合規約の一部改正に関する協議について 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 286 条第 1項の規定により、関係地方公共団体

と協議するにあたり、同法第 290 条の規定により、議会の議決を求めるものです。 

【改正点】 

 千葉県市町村総合事務組合の組織団体以外の地方公共団体である四市複合事務組合か

ら、公平委員会に関する事務について令和５年４月１日から共同処理したい旨の依頼があ

り、組合の規約中、組合を組織する地方公共団体に関する規定及び共同処理する事務に係

る共同処理する団体に関する規定について、改正を行うもの。 

【施行期日】 

令和５年４月１日 
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議案第６号 

令和４年度山武市一般会計補正予算（第５号） 

 

議案第７号 

令和４年度山武市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第８号 

令和３年度山武市一般会計歳入歳出決算の認定について 
 

議案第９号 

令和３年度山武市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 
 

議案第 10 号 

令和３年度山武市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 
 
 

議案第 11 号 

令和３年度山武市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 
 

議案第 12 号 

令和３年度山武市組合立国保成東病院事業清算事務特別会計歳入歳出決算の 

認定について 
 

議案第 13 号 

令和３年度山武市地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計 

歳入歳出決算の認定について 
 

議案第 14 号 

令和３年度山武市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
 

議案第 15 号 

令和３年度山武市水道事業会計決算の認定について 
 

報告第１号 

令和３年度山武市一般会計継続費精算報告書について 
 

報告第２号 

令和３年度山武市健全化判断比率報告書について 
 

報告第３号 

令和３年度山武市農業集落排水事業特別会計資金不足比率報告書について 
 

報告第４号 

令和３年度山武市水道事業会計資金不足比率報告書について 

 

別紙の 

とおり 
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報告第５号 

私債権の放棄について 

山武市債権管理条例（平成 24 年山武市条例第４号）第９条第１項の規定により、市の

私債権について放棄したので、同条第２項の規定により報告するものです。 

 

債 権 の 名 称 放棄した債権の金額 放棄した債権の件数 放 棄 し た 事 由 

学 校 給 食 費 4,000 円 １件 第９条第１項第７号 

学 童 ク ラ ブ 利 用 料 24,500 円 １件 第９条第１項第２号 

 

報告第６号  

地方独立行政法人さんむ医療センター令和３事業年度の業務実績に関する評価結果につ

いて 

地方独立行政法人は、地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第 28 条第１項の

規定により、毎事業年度の業務実績について、設立団体の長の評価を受けなければならな

いこととなっています。 

また、その評価結果については、同条第５項の規定により議会に報告しなければならな

いとされていることから、本議会に報告するものです。 

 

報告第７号 

専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて） 

損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第

１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により、本議会に報告するもので

す。 

 

 


